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経済学と法学の共同研究方法論　序説
－犯罪統計及び国民経済計算と税法学を念頭に－

鳥　飼　貴　司

はじめに

　本稿の目的は、経済学と法学の共同研究における方法論の考察を行うことに

ある。このような目的を設定することには、以下のような筆者の個人的事情に

よる。

　この度、筆者は、科学研究費助成事業研究分担者に加えて頂いた（現在、科

研費申請中である）。研究課題名は、「地下経済規模の GDP 算入・推計資料及

び法的条件の研究」である1（以下、「共同研究」とする）。研究分担者である

筆者の具体的な役割は、次のとおりである。

　１　地下経済推計のための税務行政記録情報の利用可能性について、統計法

　　と税法との法律的な相克の観点から検討

　２　税務行政記録の情報的な特性を税法上の規定を根拠として検討

　３　推計用の税務行政記録情報の名称について、通称と正式名称等との照合

　　を行い、検索条件を整備

　これを基に、共同研究者へ「法律上利用可能な税務情報範囲の指定」を行う

ことになっている2。

　従来、経済学と法学の関わりは、「法と経済学」という領域で行われてきた。

しかし、「法と経済学」の方法論では、上記のような経済学（犯罪統計及び国

1　 地下経済の先駆的研究は、門倉貴史『日本の地下経済　脱税・賄賂・売春・麻薬』（講
談社、2002年）である。

2 　科学研究費申請書類に明記した研究目的（概要）は、次のとおりである。

　　「本研究は、脱税さらには犯罪行為を伴う経済活動である地下経済の金額的規模を
GDP に算入するための推計方法について、4 つの研究過程、すなわち、（1）国外の先
進事例の調査研究、（2）GDP の理論枠組みである SNA の会計システムの再構築、（3）
推計基礎資料である諸統計及びそれを用いた推計計算における地下経済活動の補足
範囲の検討、（4）脱税に関する行政記録資料の利用に関する法的条件の検討と検索条
件の整備、ならびに脱税に対する法規と実務の整理、これらを相互に条件付けにお
いて研究することにより、制度的運用可能性を備えた理論的・実務的方法を提案す
ることを目的とする。」
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民経済計算）と法学（税法学）の共同研究に関する方法論として不適切ではな

いか、と考える。

　そこで、本稿では、経済学（犯罪統計及び国民経済計算）と法学（税法学）

の共同研究方法論の提言を行っていきたい。

　以下では、まず、経済学・法学という学問分野が包摂される社会科学におい

て、いわゆる方法論が重要視される意義を確認することにする。次に「法と経

済学」の方法論に関する先行業績の紹介と分析を行い、「法と経済学」の手法

では筆者らの共同研究には対応できないことを確認する。さらに経済統計学と

法学の共同研究方法論の提示をする。

１　社会科学における方法論とは何か

　筆者の専門分野である税法学においても、本稿執筆時、「方法論」という表

題を持つ論稿が公表されている3。法学や経済学の領域に限定しても「方法論」

という表題を持つ論稿は、それこそ枚挙にいとまがないくらいである4。

　さて、経済学や法学がカテゴライズされる社会科学では、ことさら方法論が

重要視される。その理由は、如何なるものなのだろうか。

　かつて、大塚久雄教授は、『社会科学の方法』という書物の中で、次のよう

なことを書き記している。

・自然現象を対象とする科学的認識である自然科学が成立することに関して

疑問が生じることは考え難い。物理学、化学、生物学、地学（地球科学）、

天文学など、いわゆる「理学」は言うに及ばず、数学あるいは医学、農学、

工学などの「応用科学」も学問領域として成立することには疑問が生じ難い

と思われる。しかし、人間の営みにほかならない社会現象を対象とする科学

的認識である社会科学が成立するか否かは、自然科学には見られない難問に

3　 谷口勢津夫「ヤフー事件東京地裁判決と税法の解釈適用方法論－租税回避アプロー
チと制度（権利）濫用アプローチを踏まえて－」税研177号（2014年）20頁。

4　 試みに、CiNiiArticles で「経済学方法論」を検索すると、2015年 1 月現在181件ヒッ
トする。ここ 1 年あまり、佐々木憲介『イギリス歴史学派と経済学方法論争』（北海
道大学出版会、2013年）と小幡道昭『マルクス経済学方法論批判－変容論的アプロー
チ－』（御茶の水書房、2012年）を巡って書評などが公表されている。一方、同じく
CiNiiArticles で「法学方法論」を検索すると、2015年 1 月現在76件ヒットし、「解釈
方法論」を検索すると2015年 1 月現在46件ヒットする。なお、単に「方法論」で検
索すると、2015年 1 月現在14,924件ヒットする。
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遭遇しなければならない5。

・というのは、科学的認識は原因―結果という因果性と関連するが、意志の

自由をもつ人間の営みは非合理的と計測不可能を含み科学的認識において程

度の低いものにならざるを得ない6からとする。

　そこで、大塚久雄『社会科学の方法』では、社会現象における科学的認識

の“方法論”を、カール・マルクスの経済学とマックス・ヴェーバーの社会

学を考察対象として採り上げている。では、大塚教授が採り上げたマックス・

ヴェーバー自身は、社会科学の方法についてどのような考えを持っているのだ

ろうか。マックス・ヴェーバーは、Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher und 

sozialpolitischer（1904）『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』7で、

次のように書き記している。

 ・社会科学は、あらゆる科学と同様、歴史的にはまず実践的な観点から出発

し、国家の経済政策の価値判断を生み出すことが、当初唯一の目的であった8。

 ・しかし、ヴェーバーは、人間を拘束する規範や理想をつきとめ、そこから

実践のための処方箋を導き出すようなことは、断じて、経験科学の課題では

ないとする9ものの、価値判断は、科学的討論から全て排除されなければな

らないわけではないとし、むしろ問題は、理想や価値判断に関する科学的批

判とは、何を意味し、何を目的とするのか、とする10。

 ・というのは、「社会現象」は、人間の理想や価値判断という関心事（主観）

によって分析される以上、端的に「客観的な」科学的分析といったものは、

5　 大塚久雄『社会科学の方法―ヴェーバーとマルクス（岩波新書青版607）』（岩波書店、
1966年）5頁。

6　 大塚・前掲書8頁。なお、同書9頁には「一方では歴史学が、他方では倫理学とか、
法学とか、そういった規範の学というか、悪い意味ではないドグマティーク（教義学）
か、せいぜいのところ政策学といったような学問が成り立つ」という記述がある。

7　 富永祐治・立野保男（訳）折原浩（補訳）『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観
性」　（岩波文庫）』（岩波書店、1998年）。他の邦訳書として、祇園時信彦・祇園時則
夫『社会科学の方法（講談社学術文庫）』（講談社、1994年）などがある。

8　富永・立野（訳）折原（補訳）・前掲書28頁。同頁には、「『あるもの』〔存在〕の認識と『あ

るべきもの』〔当為〕の認識とは、原理的には
0 0 0 0 0

区別されなかった。」という記述がある。
9　富永・立野（訳）折原（補訳）・前掲書29頁。これは、ケルゼンの sein と sollen（存

在と当為）あるいは言明（Aussage）・認識命題と規範（Norm）をきちんと区別し、
一方から他方を結論として引き出すことは論理的に不可能だという考え方と同じで
ある。菅野喜八郎博士によると、「冷厳な事実認識と自分の主観的な願望とは別であっ
て、両者は区別しなくてはいけない」という考え方が、sein と sollen の二元論とする。
菅野喜八郎・小針司（対談）『憲法思想研究回想』（信山社、2003年）209頁。

10　富永・立野（訳）折原（補訳）・前掲書30頁。
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およそありえない11と主張している。

 ・そこで、実在を論理的な意味における理念型と論理的に比較しながら関係

づけることと、実在を、理想から評価し価値判断をくだすこととを、峻別す

ることである12とする。

　以上、ヴェーバーによる社会科学の方法は、以下のようなことだろうか。そ

もそも自然科学の対象である自然現象を認識することと、社会科学の対象であ

る社会現象は、本質的に異なっている。というのは、社会現象は、人間の理想

や価値判断によって認識されるものだからである。とすれば、理想や価値判断

で事実（実在）を評価することの無いように心がけることこそが「客観性」を

保つ方法である。これがヴェーバーのいう学者としての自制の根本的な義務13

ではなかろうか。

　では、現代において社会科学の方法とは何か。この点に関して

King,Keohane,Verba Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative 

Research（1994）『社会科学のリサーチ・デザイン―定性的研究における科学的

推論』では、優れた研究方法を「科学的」と呼び、以下の 4 つの特徴を備えて

いなければならないとする14。

（ 1 ）目的は推論である。

　　科学的研究の鍵となる特徴は、集められた個々の観察された事実を超えて

推論を行うという目的にある。

（ 2 ）手続きが公開されている。

　　もし研究者が、観察や推論を行う際に自分自身が用いた方法や論理を明ら

かにしないならば、他の研究者たちは、その研究の妥当性を判断できない。

（ 3 ）結論は不確実である。

　　推論とは、定義上、不完全な過程である。推論の目的は、定量的もしくは

11　富永・立野（訳）折原（補訳）・前掲書73頁。
12　富永・立野（訳）折原（補訳）・前掲書132頁。
13　富永・立野（訳）折原（補訳）・前掲書131頁。
14　G. キング・R.O. コヘイン・S. ヴァーバ（著）真渕勝（監訳）『社会科学のリサーチ・

デザイン―定性的研究における科学的推論』（勁草書房、2004年）6－9頁。同書 9 頁
の「研究者あるいは研究チームは、知識にも洞察にも限界があるなかで努力しており、
間違いは避けられない。しかし、間違いは他の研究者によって指摘される。科学は
社会的なものであることを理解すれば、批判されないような研究をしなければなら
ないという拘束から研究者は解放される。」という言葉には感銘を受けたので、ここ
に引用しておく。
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定性的なデータを用いて、そのデータを生み出した現実の世界について学

ぶことである。

（ 4 ）科学とは方法である。

　　科学的研究とは、一連の推論のルールを厳守した研究である。

　また、社会科学における「科学」については、以下のように記述している。

　「ひとたび仮説が立てられたら、その仮説の正しさを検証するためには、適

切な科学的推論が必要である。さらに、解釈主義的な社会科学者もまた、他の

定性的あるいは定量的研究者が従うのと同一の推論の手続きに従わなければな

らない。つまり、質のよい社会科学には、洞察に満ちた解釈などのすぐれた仮

説を生み出す手法が必要不可欠であることは確かだが、それと同時に、解釈を

厳密に行うための科学が不可欠なのである。……厳密さを欠いた解釈によって

得られた結論は、未検証の仮説の状態を超えることはないし、そのような解釈

は科学的推論というよりは個人的解釈にすぎなくなってしまうのである。」15

　ここでいう「解釈主義的な社会科学者」には、法学者が含まれると思われる。

つまり、例えば筆者が今書いた「『解釈主義的な社会科学者』には、法学者が

含まれると思われる。」とした仮説の正しさを検証するために、適切な科学的

推論を行う必要があるということである16。

 では、ここで法学内部の方法論に目を転ずることにしたい。従来法学に関す

る方法論には、どのような考えがあるのか。

15　キング他・前掲書46頁。なお、ここにいう「定性的あるいは定量的」とは、社会科
学一般の研究手法である「定量的アプローチ」と「定性的アプローチ」を意味する
と思われる。H. ブレイディ・D. コリアー（編）泉川泰博・宮下明聡（訳）『社会科
学の方法論争―多様な分析道具と共通の基準―［原著第 2 版］』（勁草書房、2014年）
ⅰ頁「訳者まえがき」によると、「定量的アプローチ」とは、主として大標本（large
　N）に基づいた変数間の相関関係を統計的に算出しそこから因果関係を構築する手
法である。「定性的アプローチ」とは、比較的少数の事例（small N）をその文脈に基
づいて詳細に再現することで因果関係を抽出する手法である。同書は、『社会科学の
リサーチ・デザイン』に対する論争書であるが、本稿では、これ以上検討を加える
ことは控えることにする。

16　具体的な手法に関しては、高根正昭『創造の方法学（講談社現代新書553）』（講談社、
1979年）、S. エヴェラ（著）野口和彦・渡辺紫乃（訳）『政治学のリサーチ・メソッド』（勁
草書房、2009年）、伊藤修一郎『政策リサーチ入門‐仮説検証による問題解決の技法
‐』（東京大学出版会、2011年）、A. ジョージ・A. ベネット（著）泉川泰博（訳）『社
会科学のケース・スタディ‐理論形成のための定性的手法‐』（勁草書房、2013年）、
久米郁男『原因を推論する‐政治分析方法論のすゝめ‐』（有斐閣、2013年）など参照。
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２　法学方法論としての金子宏「租税法解釈論序説」

　K・ラーレンツ『法学方法論』は、次のような文章から始まる。

　「各々の学問は、みずからによって提示された問いかけに答えるために、問

題処理の特定の方法、あり方を使用するのである。いかなる方法を法学は使用

するのであろうか。『法学』とは、この書物では、法問題の解決に、特定の、

歴史的に生育した法制度の範囲において、また、その基礎にもとづいて、関与

する学問、すなわち、沿革的に所謂法律学であると理解されるのである。法の

研究には他の学問もまた、同じく法史学と法社会学もたずさわっている。法史

学は歴史学の方法を、法社会学は社会学の方法を使用するということは理解さ

れている。」17

　碧海純一教授は、『法哲学概論』初版において次のように説かれた。

　「狭義の < 法哲学 > とは法学の方法論を意味し、広義の < 法哲学 > とは狭義

の法哲学に法価値の学問的考察を加えたものを意味する」18。つまり、法学の

方法論こそが法哲学というのである。しかし、この記述は、「新版」以降は削

られている。

　碧海教授の「法哲学とは法学の方法論」であるという命題の当否は、法哲学

的関心のある問題であるが、筆者にはその当否を判断する専門的知見はない19。

そこで、筆者が専攻する税法学の解釈手法に限定して以下検討していく。

　金子宏教授「租税法解釈論序説」（以下、金子「序説」とする）では、租税

法解釈は、原則として厳格な文理解釈で行うべきとする20。その概要は、以下

のようである。

 ・いずれの法分野においても、成文法の解釈は、原則として文理解釈によっ

て行うべきであると考えられている。ここに文理解釈とは、法令の文章や用

語を通常の意味に理解すること、あるいは字義どおりに解釈することである。

      
17　K. ラーレンツ（著）米山隆（訳）『法学方法論〔第 6 版〕』（青山社、1998年）3 頁。なお、

「ラーレンツ方法論の功罪」を記した文献として、青井秀夫『法理学概説』（有斐閣、
2007年）321頁以下。

18　碧海純一『法哲学概論〔初版〕』（弘文堂、1959年）24頁。
19　青井・前掲書は、法学方法論と法解釈論の関係性を認識させる好著である。他にも、

田中成明『現代法理学』（有斐閣、2011年）、亀本洋『法哲学』（成文堂、2011年）、
瀧川裕英・宇佐美誠・大屋雄裕『法哲学』（有斐閣、2014年）参照。

20　金子宏「租税法解釈論序説－若干の最高裁判決を通じて見た租税法の解釈のあり方」
金子・中里・ラムザイヤー編『租税法と市場』（有斐閣、2014年）3頁。
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・租税法は、納税者にとって侵害規範であることから、法的安定性と予測可

能性の確保が強く働くので、みだりに用語を拡大解釈や類推解釈を行うこと

は許されず、租税法の解釈は、文理に即して（用語の通常の意義にしたがっ

て）、厳格に行うべきである。

 ・もっとも、文理解釈によって規定の意味内容を明らかにすることができな

い場合には、規定の趣旨・目的に照らして解釈すること（趣旨解釈）は許さ

れると解すべきである。

　以上のような税法解釈においては厳格な文理解釈によるべきとする考えに対

峙するのは、「租税の徴収確保」または「納税者間の公平の維持のために」、租

税法規をその文理にとらわれず、ゆるやかに解釈して良いとする考えである21。

租税判例を検討すると、このような理由によって判決がなされているものは、

少なからず存在する。

　金子「序説」では、文理解釈を援用した最高裁判決として、ホステス報酬計

算期間事件（最高裁平成22年 3 月 2 日判決）22とレーシングカー事件（最高裁

平成 9 年11月11日判決）23を挙げる。また、趣旨解釈の代表的な例として、ガ

イアックス事件（最高裁平成18年 6 月19日判決）24、養老保険料事件に対する 2 

件の最高裁判決（最高裁平成24年 1 月13日判決25および最高裁平成24年 1 月16

日判決26）、右山事件（最高裁平成17年 2 月 1 日判決）27を挙げる。一方、拡大

解釈の例として、オウブンシャホールディング事件（最高裁平成18年 1 月24日

判決）28を挙げる。

　金子「序説」は、「結語」として、前述のように文理解釈（厳格かつ厳密な

趣旨解釈）を行うべきことに加えて、以下のように説く29。

 ・類推解釈は、納税者の利益になる場合であっても不利益になる場合であっ

ても認められるべきではない。

21　金子・前掲注（20） 3 － 4 頁。
22　最高裁判所民事判例集64巻 2 号420頁。
23　最高裁判所裁判集民事186号15頁、判例時報1624号71頁。
24　最高裁判所裁判集民事220号539頁、判例時報1940号120頁。
25　最高裁判所民事判例集66巻 1 号 1 頁。
26　最高裁判所裁判集民事239号555頁、判例時報2149号58頁。
27　最高裁判所裁判集民事216号279頁、判例時報1893号17頁。
28　最高裁判所裁判集民事219号285頁、判例時報1923号20頁。
29　金子・前掲注（20）24－27頁。
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  ・趣旨解釈は、規定の文理の正確な理解に合わせて、その規定に関する立

法資料の収集・参照、さらには関連する租税理論の調査・研究等をできるだ

け広く行う。

 ・「疑わしきは納税者の利益に（in dubio contra fiscum）」という法諺を解釈原

則として認めるべきではない。

　「租税法の分野における法と経済学の本格的研究は、わが国では、国際取引

や金融取引に対する課税の問題を中心として、1980年代から中里教授やラムザ

イヤー教授によって始まり、その後、着実に発展を遂げてきた。そして、その

研究成果は、移転価格税制においては制度論および解釈論の中にとり込まれる

ようになっている。今後、租税法の各分野について法と経済学の研究がいっそ

う盛んになり、その成果が解釈論や判決の中にとり込まれるようになれば、租

税法における法と経済学の研究の意義がいっそう増大し、またその研究が実証

的な内容のものとなるのみでなく、租税法解釈論の内容が豊かになり、ひいて

は判決の客観性と説得力の増大にも役立つのではないかと考える。」30

　金子教授は、「租税法解釈論の内容が豊かになり、ひいては判決の客観性と

説得力の増大にも役立つ」ため「初期の段階におけるそのような試みの一つ」

として「譲渡所得における取得費の意義」という論文31の参照を指示される。

これは、税法学における「法と経済学」という方法論の導入である。

３　法解釈・適用方法としての「法と経済学」

　中里実教授は、「租税法における経済学的思考」において、次のように述べ

られる。

　「租税法の解釈・適用において経済学的思考がどのように用いられるかとい

う点について、法的視点から多少の検討を加えようとするもの」32である。何故、

このような検討をされるのか、という理由については、凡そ次のようである。

 ・そもそも租税法の立法論では、税制調査会における議論が経済学主導であ

30　金子・前掲注（20）26－27頁。
31　金子宏「譲渡所得における取得費の意義－若干の裁判例を素材として」『課税単位及

び譲渡所得の研究』（有斐閣、1996年。初出『日本税法学会創立30周年記念祝賀　税
法学論文集―税法学の基本問題―』1981年）267頁

32　中里実「租税法における経済学的思考‐研究ノート」佐藤英善・首藤重幸（編集委員）
『行政法と租税法の課題と展望－新井隆一先生古稀記念』（成文堂、2000年）371頁。
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るので経済学的思考を用いることは、極めて通常のことである。

 ・しかし、立法論ではない租税法の解釈・適用の局面において、経済学的思

考を用いるのは、簡単な話ではない。

 ・租税法の解釈・適用は憲法的価値の具体化・実現なのであるから、租税法

の研究において政策論的議論を行うべきではないという主張がある。果たし

てそうなのであろうか。

 ・経済学的思考を租税法の解釈にもちこむことは憲法違反であるという極端

な主張がある。しかし、経済現象と密接な関係を有する租税法の解釈・適用

において、まったく経済学的思考を排除することが果たして可能なのであろ

うか。そのような必要性が果たしてあるのであろうか。

　中里教授は、同論稿「結びに代えて」において、『「通常考えられている以上

に、経済学的発想は憲法や租税法の中に組み込まれている。』したがって、『租

税法の議論において経済学的発想を用いることをそれほど毛嫌いする必要はな

いであろう」』とされる33。

　そもそもアメリカにおける「法と経済学」研究の進展に伴い、日本において

も、法学研究における社会科学の利用の可能性が論じられることが増えてきた。

しかし、現状においては、過剰な期待や感情的反発により、議論は必ずしも生

産的といえない憾みがあり、このような傾向を生ぜしめている理由のひとつは、

法学研究においてどのように経済学を利用してゆくのかについて基礎論的研究

が不十分であるとする見解がある34。

　ここで、筆者が指摘したいのは、「法と経済学」は、法学研究においてどの

ように経済学を利用してゆくのか、というアプローチである。つまり、法的思

考をする際に、経済学の知見を利用するというものである。これに対して、筆

者たちの共同研究は、経済学研究に法学研究をどのように利用するかというア

プローチであり、方向性が逆である。

　筆者は当初、「地下経済規模の GDP 算入・推計資料及び法的条件の研究」に

対しては、「法と経済学」という方法論ないしはアプローチを考えていた。な

33　中里・前掲注（32）391頁。他にも、金子宏『租税法〔第19版〕』（弘文堂、2014年）32
頁注5）で、「租税法の方法論に関する新しい方向を示すもの」として紹介されてい
る文献参照。

34　常木淳『法理学と経済学－規範的「法と経済学」の再定位』（勁草書房、2008年）41頁。
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ぜなら、経済学と法学の関わりは、「法と経済学」という領域で行われてきた

からである。

　しかし、「法と経済学」の先行業績文献を読み進めると、結局、法解釈論あ

るいは立法論における価値判断形成に経済学の知見を利用するのが「法と経済

学」であると推察する。これは当然のことであるが、あくまでも「法学」側の

学問方法である。むしろ、筆者たちの共同研究の方法論としては、従来の「法

と経済学」と異なる「エコノリーガル・スタディーズ」35が近接していると思

われる。

４　経済統計作成プロセスを促進させる法システム

　ここでもう一度原点に立ち戻って、筆者たちの共同研究の性質から検討して

みよう。

　筆者たちの共同研究は、端的に言い表せば「法システムを経済統計作成プロ

セスに利用するという経済学研究」である。より具体的に書けば、「法システ

ムが、現在の統計法で考えられている経済統計の作成に行政記録情報を流用さ

せることを志向している状況に対して、促進的な条件として機能するのか、そ

うではないのか、ということを分析する経済統計学の研究」ということである。

いずれにしても、共同研究自体は、法学に軸足を置いた研究ではなく、あくま

でも経済学の研究である。

　では、そもそも何故にこのような共同研究を立ち上げることになったのか。

Web サイト上のニュースでは、以下のような記事がある36。

 ・イタリアと英国が麻薬取引や売春といった“地下経済活動”を国家の経済

力を示すＧＤＰ（国内総生産）統計に加算することを決め、波紋が広がって

35　柳川隆・高橋裕・大内伸哉編『エコノリーガル・スタディーズのすすめ－社会を見
通す法学と経済学の複眼思考－』（有斐閣、2014年）は、神戸大学の法学部と経済学
部による連携講義の書籍化である。同書はしがきによれば「法学の成果を取り込ん
だ経済学と、経済学の成果を取り込んだ法学の研究を行い、そのうえで、法学と経
済学の考え方の共通点と相違点を意識しながら、２つの領域・思考を複眼的かつ総
合的に行き来することで、複雑な現代社会を見通しさまざまな問題の解決に寄与す
ることを目指す」ものである。

36　msn 産経ニュース、
　　「『麻薬、売春』でＧＤＰかさ上げ　伊・英が地下経済を統計に加算　“やくざ経済”

で日本も！？」http：//www.sankei.com/world/news/140609/wor1406090028-n1.html
　　（2015年1月12日にアクセス）



－ 267 －

経済学と法学の共同研究方法論　序説

いる。

   ・欧州連合（ＥＵ）が、加盟国のＧＤＰの算出基準を今年 9 月から均一化

するのに伴う措置で、すでに一部合法の売春を統計に加えているオランダな

どとの不公平をなくすのが狙いだ。

 ・警察が押収した証拠品や犯罪データを基に算出し、ＧＤＰに加算するとい

う。

 ・欧州ではオランダのほか、オーストリア、フィンランド、ノルウェーなど

がすでに地下経済を加算している。

 ・こうした地下経済の加算は、欧州以外でも行われており、米国の商務省経

済分析局は、売春が合法化されているネバダ州について、その取引額を算出。

嗜好品のマリファナが相次いで合法化されたワシントン、コロラド両州につ

いても、小売業や農業と同じ項目で、その取引額を見積もっている。

　日本では、ミレニアム期に行政記録情報37また統計調査票の個別情報をミク

ロ経済統計データとして利用する可能性を法制度との関連において考察した業

績があった。これを下敷きにして、脱税・密輸入等の税務行政記録を地下経済

統計作成の基礎データとして利用する可能性を法制度との関連において考察す

ることが、共同研究の目的である。

　では、唯一の先行文献と思われる松田芳郎・濱砂敬郎・森博美編著『講座ミ

クロ統計分析　1 』（日本評論社、2000年）所収の論文を参照することで、今

後の研究方針を検討することにしたい。

・フィンランドでは、「1994年：統計法（Statistical Act）を制定。各省庁の維

持する行政レジスターを統計目的に利用できることとした。この法律はプラ

イバシー保護に関する規制、ミクロデータの収集と利用に関する省庁の倫理

規定および基準、ならびにデータの普及と公式統計の刊行の際のデータ開示

技術に加えて、データの非特性上の重要問題を規定している。」38

37　アメリカにおけるセンサス（census．公的機関などにより行われる大規模な調査。国
勢調査など）を研究した文献として、菅幹雄・宮川幸三『アメリカ経済センサス研究』
（慶應義塾大学出版会、2008年）がある。

38　工藤弘安「レジスター・ベースの統計」松田芳郎・濱砂敬郎・森博美編著『講座ミ
クロ統計分析　1』（日本評論社、2000年）267頁。なお、用語の理解についてはとり
あえず次のようにしておく。行政レジスター；行政記録情報簿。ミクロデータ；統
計に集計される目的をもって集められている個人・個別企業の個別的情報。
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・また、ノルウェーでは「1989年：新しい統計法が制定され、ノルウェー統

計局は、州の行政機関および全国の都市の機関における行政上のデータ処理

システムを、公式統計のベースとして使用する権限が与えられた。」39

　以上のような外国の事例について、「日本の現行統計法（平成19年 5 月23日

法律53号）の規定に対して、行政レジスターを維持している各省庁、とりわけ

税務関係機関側の対応プロセスを、省庁の設置法令・税務規定法令の観点から

考察すること」には研究的意味があると思われる。

　というのは、①「統計法の規定に対して、行政レジスターを維持している各

省庁、とりわけ税務関係機関側の対応プロセスを、省庁の設置法令・税務規定

法令の観点からの考察」は『講座ミクロ統計分析 1 』にはなく、当時の統計法（昭

和22年法律18号）上の対応が触れられているのみである40。②「統計法の規定

に対して、行政レジスターを維持している各省庁、とりわけ税務関係機関側の

対応プロセスを、省庁の設置法令・税務規定法令の観点からの考察」は、もし、

報道されている諸外国の地下経済 GDP に対してフィンランドやノルウェーの

ような制度的条件が貢献しているならば、地下経済 GDP 作成のための制度的

条件を考察するための不可欠な要素となると思われる。また、③もし、報道さ

れている諸外国の地下経済 GDP に対してフィンランドやノルウェーのような

制度的条件が貢献していなくても、日本独自の方法で地下経済 GDP を作成す

る時に必要な制度的条件を考察するための不可欠な要素としての位置づけがで

きると思われる、以上三つの理由からである。

　そこで、今後の筆者としての研究課題は、フィンランド、ノルウェー、デンマー

クなど諸外国の税法・税務に関する文献・資料の調査を行うことである。そして、

地下経済 GDP に対して諸外国のような制度的条件が貢献しているのか否かを、

前述した『社会科学のリサーチ・デザイン』その他の社会科学における方法論

に従って「推論」していくことである。

39　工藤・前掲注（38）271頁。地下経済 GDP 統計作成に対して、このような制度的条件
が貢献しているかどうかは不明であり、今後の共同研究者の調査課題となる。

40　例えば、川上宏二郎「日本の統計法とミクロ・データの開示」前掲『講座ミクロ統
計分析 1 』307頁、松井博「現行法のなかでのミクロ・データ利用手続き」前掲『講
座ミクロ統計分析 1 』330頁。
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おわりに

　本稿では、経済学と法学の共同研究における方法論について考察した。その

結果、諸外国の税法・税務に関する文献・資料の調査を行い、地下経済 GDP

に対して諸外国のような制度的条件が貢献しているのか否かを、『社会科学の

リサーチ・デザイン』その他の社会科学における方法論に従って「推論」する

方法論を提示した。

　しかしながら、本稿での考察は、犯罪統計及び国民経済計算と税法学の共同

研究を念頭に置いているので、経済学と法学の一般的な共同研究における方法

論ではないと思われる。また、先行業績の主旨に対して思い違いを行っている

のではないかと恐れる。さらに、論証も不十分かもしれない。それは今後ご批

判を受けて訂正できればと考えている。

　本稿で確立できた方法論で、今後、共同研究における研究課題に対処したい

と考える。




